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　（
１１
） 　
専
　
決
　
処
　
分
　
書

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
専
決
処

分
を
す
る
。

　
　
平
成
25
年
８
月
25
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
37
年
鳥
取
県
条
例
第
51
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
自
己
の
都
合
に
よ
る
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
３
条
　
退
職
し
た
者
で
、
次
の
表
の
退
職
者
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
退

職
手
当
の
基
本
額
は
、
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
（
給
料
（
こ

（
自
己
の
都
合
に
よ
る
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
３
条
　
退
職
し
た
者
で
、
次
の
表
の
退
職
者
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
退

職
手
当
の
基
本
額
は
、
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
（
給
料
（
こ
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れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
日
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
者

に
つ
い
て
は
、
給
料
の
日
額
の
21
日
分
に
相
当
す
る
額
と
し
、
職
員
が
休
職
、

停
職
、
減
給
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
給
料
の
一
部
又
は
全
部
を
支
給
さ
れ

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
が
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
者
の
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
、
そ
の
者
の

勤
続
期
間
が
該
当
す
る
同
表
の
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
割
合
の
欄
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
日
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
者

に
つ
い
て
は
、
給
料
の
日
額
の
21
日
分
に
相
当
す
る
額
と
し
、
職
員
が
休
職
、

停
職
、
減
給
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
給
料
の
一
部
又
は
全
部
を
支
給
さ
れ

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
が
な
い
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
者
の
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
、
そ
の
者
の

勤
続
期
間
が
該
当
す
る
同
表
の
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
割
合
の
欄
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

退
職
者

年
数

割
合

１
　
傷
病
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
29

年
法
律
第
11
5号
）
第
47
条
第
２
項
に

規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
傷
病
と
す
る
。

次
条
、
第
５
条
並
び
に
附
則
第
29
項
及

び
第
30
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
死

亡
に
よ
ら
ず
、
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り

退
職
し
た
者
（
第
17
条
第
１
項
各
号
に

掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
及
び

第
８
条
の
２
第
４
項
に
お
い
て
「
自
己

都
合
退
職
者
」
と
い
う
。
）
で
、
勤
続

期
間
 が
20
年
未
満
の
も
の

　
略

退
職
者

年
数

割
合

１
　
傷
病
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

（
昭
和
37
年
法
律
第
15
2号
）
第
84
条

第
２
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該

当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

傷
病
と
す
る
。
次
条
、
第
５
条
並
び
に

附
則
第
29
項
及
び
第
30
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
、
そ
の
者

の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
第
17
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
表
及
び
第
８
条
の
２
第
４
項
に

お
い
て
「
自
己
都
合
退
職
者
」
と
い

う
。
）
で
、
勤
続
期
間
が
20
年
未
満
の

も
の

　
略
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（
勤
続
期
間
の
計
算
）

第
９
条
　
略

２
～
４
　
略

５
　
第
１
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
は
、
職
員
以

外
の
地
方
公
務
員
若
し
く
は
国
家
公
務
員
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和

28
年
法
律
第
18
2号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以

下
「
他
の
公
務
員
」
と
い
う
。
）
、
企
業
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基

準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
41
年
鳥
取
県
条
例
第
39
号
）
第
１
条
及
び
病
院
局
企

業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
７
年
鳥
取
県
条
例
第

３
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
企
業
職
員
若
し
く
は
現
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及

び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
32
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
第
１
条
第
２
項
に

規
定
す
る
現
業
職
員
（
以
下
「
企
業
職
員
等
」
と
い
う
。
）
、
病
院
事
業
の
管

理
者
又
は
教
育
長
が
、
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の

他
の
公
務
員
、
企
業
職
員
等
、
病
院
事
業
の
管
理
者
又
は
教
育
長
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の

他
の
公
務
員
又
は
企
業
職
員
等
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
つ
い
て
は

前
各
項
の
規
定
を
、
病
院
事
業
の
管
理
者
又
は
教
育
長
と
し
て
の
引
き
続
い
た

（
勤
続
期
間
の
計
算
）

第
９
条
　
略

２
～
４
　
略

５
　
第
１
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
は
、
職
員
以

外
の
地
方
公
務
員
若
し
く
は
国
家
公
務
員
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和

28
年
法
律
第
18
2号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以

下
「
他
の
公
務
員
」
と
い
う
。
）
、
企
業
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基

準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
41
年
鳥
取
県
条
例
第
39
号
）
第
１
条
及
び
病
院
局
企

業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
７
年
鳥
取
県
条
例
第

３
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
企
業
職
員
若
し
く
は
現
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及

び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
32
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
第
１
条
第
２
項
に

規
定
す
る
現
業
職
員
（
以
下
「
企
業
職
員
等
」
と
い
う
。
）
、
病
院
事
業
の
管

理
者
又
は
教
育
長
が
、
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
者
の

他
の
公
務
員
、
企
業
職
員
等
、
病
院
事
業
の
管
理
者
又
は
教
育
長
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の

他
の
公
務
員
又
は
企
業
職
員
等
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
つ
い
て
は

前
各
項
の
規
定
を
、
病
院
事
業
の
管
理
者
又
は
教
育
長
と
し
て
の
引
き
続
い
た

略
略
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在
職
期
間
に
つ
い
て
は
知
事
等
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
37
年
鳥
取

県
条
例
第
50
号
）
第
３
条
第
３
項
及
び
第
６
条
（
同
条
例
第
８
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
準
用
し
て
計
算
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

期
間
を
そ
の
者
の
他
の
公
務
員
、
企
業
職
員
等
、
病
院
事
業
の
管
理
者
又
は
教

育
長
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
退
職
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
の

支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
給
与
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
在
職
期
間

（
当
該
給
与
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
が
そ
の
者
の
在
職
し
た
地

方
公
共
団
体
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
定
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地

方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
15
年
法
律
第
11
8号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す

る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
退
職
手
当
の
支
給
の

基
準
（
同
法
第
48
条
第
２
項
又
は
第
51
条
第
２
項
に
規
定
す
る
基
準
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
給
与
の
額
を
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
で
除
し
て
得
た
数
に

12
を
乗
じ
て
得
た
数
（
１
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
る
。
）
に
相
当
す
る
月
数
）
又
は
他
の
公
務
員
が
定
員
若
し
く
は
定
数
の

減
少
、
組
織
の
改
廃
若
し
く
は
予
算
の
減
少
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
理
由
に

よ
り
過
員
若
し
く
は
廃
職
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
、
引
き
続
い
て
職
員

と
な
っ
た
と
き
に
お
い
て
、
知
事
が
そ
の
者
の
他
の
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続

　
在
職
期
間
に
つ
い
て
は
知
事
等
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
37
年
鳥
取

県
条
例
第
50
号
）
第
３
条
第
３
項
及
び
第
４
項
並
び
に
第
６
条
（
同
条
例
第
８

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
準
用
し
て
計
算
す
る
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
そ
の
者
の
他
の
公
務
員
、
企
業
職
員
等
、
病
院
事
業

の
管
理
者
又
は
教
育
長
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
し
て
計
算
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
退
職
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
に

相
当
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
給
与
の
計
算
の
基
礎
と

な
っ
た
在
職
期
間
（
当
該
給
与
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
が
そ
の

者
の
在
職
し
た
地
方
公
共
団
体
等
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
定
又
は
特
定
地
方

独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
15
年
法
律
第
11
8号
）
第
２

条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
（
同
法
第
48
条
第
２
項
又
は
第
51
条
第
２
項
に
規
定

す
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
の
額
を
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月

額
で
除
し
て
得
た
数
に
12
を
乗
じ
て
得
た
数
（
１
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
に
相
当
す
る
月
数
）
又
は
他
の
公
務
員
が

定
員
若
し
く
は
定
数
の
減
少
、
組
織
の
改
廃
若
し
く
は
予
算
の
減
少
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
過
員
若
し
く
は
廃
職
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
退
職

し
、
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
と
き
に
お
い
て
、
知
事
が
そ
の
者
の
他
の
公
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い
た
在
職
期
間
を
通
算
し
な
い
こ
と
に
定
め
た
と
き
に
お
け
る
当
該
他
の
公
務

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
は
、
そ
の
者
の
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い

た
在
職
期
間
に
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

　（
１
）　
略

　
（
２
）
　
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
地
方

公
共
団
体
等
」
と
い
う
。
）
で
、
退
職
手
当
に
関
す
る
規
定
又
は
退
職
手
当

の
支
給
の
基
準
に
お
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
等
以
外
の
地
方
公
共
団
体

若
し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
公
務
員
又
は
一
般
地
方
独
立
行
政
法

人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
８
条
第
３
項
に
規
定
す
る
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
40
年
法

律
第
12
4号
）
に
規
定
す
る
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
法
（
昭

和
45
年
法
律
第
82
号
）
に
規
定
す
る
地
方
道
路
公
社
若
し
く
は
公
有
地
の
拡

大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
47
年
法
律
第
66
号
）
に
規
定
す
る
土
地
開

発
公
社
（
以
下
「
地
方
公
社
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
公
庫
等
（
国
家
公
務

員
退
職
手
当
法
第
７
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
（
以
下
「
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ

る
者
（
役
員
及
び
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下

「
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、
任
命
権
者
若
し
く

は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
又
は
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
要
請
に
応

　
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
を
通
算
し
な
い
こ
と
に
定
め
た
と
き
に

お
け
る
当
該
他
の
公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
は
、
そ
の
者
の
職

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

　（
１
）　
略

　（
２
）　
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
地
方
公

共
団
体
等
」
と
い
う
。
）
で
、
退
職
手
当
に
関
す
る
規
定
又
は
退
職
手
当
の

支
給
の
基
準
に
お
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
等
以
外
の
地
方
公
共
団
体
若

し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
公
務
員
又
は
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
55
条
に
規
定
す
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
12
4

号
）
に
規
定
す
る
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
45
年
法

律
第
82
号
）
に
規
定
す
る
地
方
道
路
公
社
若
し
く
は
公
有
地
の
拡
大
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
47
年
法
律
第
66
号
）
に
規
定
す
る
土
地
開
発
公
社

（
以
下
「
地
方
公
社
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
公
庫
等
（
国
家
公
務
員
退
職

手
当
法
第
７
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
以
下
「
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
者

（
役
員
及
び
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
「
一

般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、
任
命
権
者
若
し
く
は
そ

の
委
任
を
受
け
た
者
又
は
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
要
請
に
応
じ
、
退
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じ
、
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
で
、
引
き
続
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体

等
の
公
務
員
と
な
っ
た
場
合
に
、
当
該
地
方
公
共
団
体
等
以
外
の
地
方
公
共

団
体
若
し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
公
務
員
又
は
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
等
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
地
方
公
共
団
体
等
の
公
務
員
と

し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
も
の
の
公
務
員
（
以
下

「
特
定
地
方
公
務
員
」
と
い
う
。
）
が
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け

た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
地
方
公

社
で
、
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
、
地
方
公
務
員
又
は
他
の
一
般
地
方

独
立
行
政
法
人
等
職
員
が
、
任
命
権
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
又

は
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
要
請
に
応
じ
、
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
な

い
で
、
引
き
続
い
て
当
該
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
地
方
公
社
に
使
用

さ
れ
る
者
と
な
っ
た
場
合
に
、
地
方
公
務
員
又
は
他
の
一
般
地
方
独
立
行
政

法
人
等
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
地

方
公
社
に
使
用
さ
れ
る
者
と
し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て

い
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
役
員
及
び
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
者
を
除
く
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員
」

又
は
「
特
定
地
方
公
社
職
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、

引
き
続
き
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員
又
は
特
定
地
方
公
社
職
員
と

　
　
職
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
で
、
引
き
続
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体
等
の
公

務
員
と
な
っ
た
場
合
に
、
当
該
地
方
公
共
団
体
等
以
外
の
地
方
公
共
団
体
若

し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
公
務
員
又
は
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

等
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
地
方
公
共
団
体
等
の
公
務
員
と
し
て
の

勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
も
の
の
公
務
員
（
以
下
「
特
定

地
方
公
務
員
」
と
い
う
。
）
が
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の

要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
地
方
公
社
で
、

退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
、
地
方
公
務
員
又
は
他
の
一
般
地
方
独
立

行
政
法
人
等
職
員
が
、
任
命
権
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
又
は
一

般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
要
請
に
応
じ
、
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い

で
、
引
き
続
い
て
当
該
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
地
方
公
社
に
使
用
さ

れ
る
者
と
な
っ
た
場
合
に
、
地
方
公
務
員
又
は
他
の
一
般
地
方
独
立
行
政
法

人
等
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
地
方

公
社
に
使
用
さ
れ
る
者
と
し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て
い

る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
役
員
及
び
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
者
を
除
く
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員
」
又

は
「
特
定
地
方
公
社
職
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
引

き
続
き
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
職
員
又
は
特
定
地
方
公
社
職
員
と
し
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し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
再
び
特
定
地
方
公
務
員
と
な
る
た
め
退
職

し
、
か
つ
、
引
き
続
き
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
在
職
し
た
後
更
に

引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
先
の
職
員
以
外
の
地
方
公

務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
始
期
か
ら
後
の
職
員
以
外
の
地
方

公
務
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
終
期
ま
で
の
期
間

　（
３
）～
（
７
）
略

６
～
９
　
略

　
　
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
再
び
特
定
地
方
公
務
員
と
な
る
た
め
退
職
し
、

か
つ
、
引
き
続
き
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
と
し
て
在
職
し
た
後
更
に
引
き

続
い
て
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
先
の
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員

と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
始
期
か
ら
後
の
職
員
以
外
の
地
方
公
務

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
終
期
ま
で
の
期
間

　（
３
）～
（
７
）
略

６
～
９
　
略

　
　
　
附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
３
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
27
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


